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横浜地方裁判所委員会（第４５回）議事概要  

１ 日時 

令和７年５月１９日（月）午後２時３０分～午後４時３０分 

２ 場所 

横浜地方裁判所大会議室 

３ テーマ 

  裁判所広報の在り方 

４ 出席者 

（委員）安藤肇、大竹昭彦、大竹弘樹、奥山尚子、佐野公美子、塩澤健

一、鈴木達也、中里孝二、丹羽敏彦、花岡信太郎、三品篤、森

祐美子、山口由衣（五十音順、敬称略） 

（事務担当者）民事首席書記官、刑事首席書記官、事務局長、事務局次

長、総務課長、総務課課長補佐 

５ 議事 

 新任委員の紹介 

山口由衣委員、佐野公美子委員（任命順） 

⑵ 今回のテーマに関する説明等 

   裁判所によるスライド説明 

 横浜地方裁判所事務局総務課長から「裁判所広報の在り方」を説明 

 ⑶ 意見交換（発言：■委員長○委員） 

○ 裁判所において苦労されながら各種イベントを開催していることはよくわ

かりましたが、平日に開催するとどうしても時間の空いている高齢の方の参加

が多くなることから、広報対象となるコアゾーンを定めて、広報活動を行って

いくことも方法の一つかなと思いました。 

○ 裁判手続を利用していない方との関わり方についてお聞きしたいとのこと

ですが、事件数の増減と裁判所広報との関係について、分析や検討をしたこと
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はあるのでしょうか。過去に過払い金請求訴訟が激増した背景には、裁判例が

出た影響が大きかったと認識しています。そうすると、一般広報と司法の利用

の促進は一定程度の関係があるのではないか、という印象を持っています。 

○ 裁判所が開催している広報活動について説明を聞くと、学生向けが多いと

いう印象を受けました。ただ、イベントの開催日程は平日が多いので、より多

くの方が参加しやすいように、夜間や休日、オンラインでの開催方法を検討さ

れてもよいのかなと思いました。 

○ 裁判所の苦労が伝わってきましたが、関係ないと思っている人への広報は

一番難しいと思います。関係がないと思っている人は、そもそもアンテナを張

っていないため、若年層を対象として参加をさせていくことは、時間がかかる

けれども、地道な取組として大事かなと思いました。加えて、裁判所を知って

もらいたいと直球でやっても、特に社会人は関心がないと見向きもしないので、

興味ある人に関心を持ってもらえるよう各種イベントなどとコラボして、きっ

かけとなる入口をたくさん作ることで、多様な層に興味を持ってもらえる仕掛

け作りをしていくことが大事ではないかと思いました。あとは、より安心して

もらったり、不安を減らすための広報もあるのかなと思いました。例えば、中

小企業経営者や女性といった弱い立場に置かれる可能性の高い人たちを対象と

して、裁判所を利用すれば自分たちの権利を守ってもらえるかもしれないとい

う環境を作ること、そういう観点からは男女共同参画センターともコラボして

いくのがよいのではないかと思いました。 

○ 私は過去に依頼者の方から、裁判所は悪い人が行く場所でしょう、という

発言をされたことがあります。裁判所のことをよく知らないといういい例だと

思います。弁護士もそうですが、裁判所も敷居が高いと言われることが多いで

す。私は昔先輩から、和解成立のためには紛争を和らげて和解成立に向けて進

めていく必要があるが、雑談がうまくないと和解に向けて進められない、と聞

いたことがあります。裁判所において利用者と雑談をするとか、話しやすい関
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係性が作れればいいのですが、なかなか普通に雑談ができるようなポジション

ではないので、難しい点があると思います。 

■ 裁判所が怖いところだと思っている方や、裁判所への申立てを考えている

方、また、今は申立てを考えていない方に対する広報を行うために、どのよう

に切り出して効率よく広報をやっていけばよいのかについて、何か御意見はあ

りますか。 

○ 我々のような世代は、裁判所は敷居が高く身近に感じにくいと思っていま

す。今時は、裁判所のホームページもなかなか見ず、若者含めてＳＮＳを通じ

て親近感を感じることが多いことからすると、例えば、そういうテーマや裁判

手続のシュミレーションをＳＮＳで配信していくことや、その際には文字だけ

にならないように工夫することなどが大事かなと思いました。 

■ ＳＮＳで紹介するのは、裁判の手続案内が主に考えられますが、より効果

の高い紹介方法やより見てもらいやすい内容として、どのようなものが考えら

れるでしょうか。 

○ 具体的にテーマを絞るのか、こんなことをやっているというポイントに絞

ったショート動画とするのかについては、様々なパターンが考えられるのでは

ないでしょうか。裁判所自体を知ってもらう内容や、手続を知ってもらうため

の内容、採用に向けた内容などいろいろなものが考えられると思います。  

○ 今回のテーマは非常に難しいと感じています。企業の広報の目的ははっき

りしていますが、裁判所の広報目的は何なのかという観点から考えた際、外部

の人間からすると、何かトラブルなどがあったときに、裁判所は証拠と法律に

基づいてきちんと裁いてくれる機能があるということを知らせることが大事で

はないかと思います。例えば、世間から注目されている刑事事件の裁判の状況、

争点、公判前の状況についてお知らせをし、最終的に裁判所は法と証拠に基づ

いてこういう判決を出しました、ということをホームページなどで知らせると

よいのではないでしょうか。また、判決についても、判決文だけでなく、ポイ
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ントを紹介するもの、例えば、この事件はこういうところが争点になり、それ

ぞれこういう主張をしている、というのをホームページに掲載してみるのもい

いのではないでしょうか。現在は、そうした内容をメディアがわかりやすく伝

えようとしていますが、そんな取組を裁判所がやってもいいのではないでしょ

うか。民事でも大きい事件に目が行きがちですが、裁判所から争点や原被告の

言い分などをホームページでわかりやすくお知らせして、こういうふうな認定

をしました、というのを公開してもよいのではないかなと思いました。  

○ 判決書そのものは、裁判所のウェブサイトに載せているものがそれなりの

数あるのではないかと思います。公判前整理手続の主張等を公表することにつ

いては、公判前の手続そのものが、紆余曲折を経てまとまっていくものであり、

直前で主張が変わることもままあります。最終的には公開された法廷で結果の

顕出という形でお知らせしていますので、事前に公表するということはなかな

か難しいと感じています。 

■ これまで裁判所では判決を出した後、裁判官は弁明せず、という精神で、

判決内容の解説等はしてこなかったため、その精神を変えるのはなかなか難し

いかもしれません。裁判所の制度や仕組み等を広報する際に、工夫すべき点が

あればお聞かせ願えますか。 

○ 広報活動として、ウェブやＳＮＳ等で幅広く活動をすることも大事だと思

いますが、裁判所が面している日本大通りではイベントが多く開催されており、

県庁の庁舎公開等もしています。知事の執務室を公開すると行列ができたりも

しており、関心を持った層が入ってきたりします。そのようなイベントに合わ

せてチラシを置いたり、建物の入り口だけでも公開したり、動画を流したりす

るなど、イベントに合わせて広報活動ができると家族層が来てくれるので、広

報効果は高いのではないでしょうか。裁判所の職員が休日にかかりきりになる

必要が生じるなど、慎重な判断が必要かと思いますが、やはり法廷に入れると

面白いのではないでしょうか。 
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○ 横浜市の教育委員会が夏休みなどに様々な親子見学会などいろいろなイベ

ントをとりまとめたプログラムを企画してくれており、それに参加しています。

夏休みですと、小学生やその保護者の方が来られて、子どもの自由研究のアテ

ンドとして大人の方にも来ていただけるので、間口が広がるイベントの一つだ

と思っています。小学生や中学生など、社会の授業の中で勉強したこと含めて、

普段見ることができない場所を実際に見ることができるのは、人を引き付ける

のでよいのではないでしょうか。 

○ 大学も少子化の影響を受けるので、学生の取り合いになっているのですが、

うちでもオープンキャンパスを年に三回ほどやっていて、理系の実験室を開放

したりして見学してもらっています。大学ではこんなことをやってる、このよ

うな可能性がある、というのを言葉だけでなく、体験で示しています。裁判所

でも様々な制約がある中で、開放できるのであれば、そういうことをやってい

くのも意味のあるチャレンジだと思います。国民の大多数の方が裁判の当事者

になる可能性が低い中で、裁判所をいかに国民に理解してもらうのか、この国

にはこういう制度があるから安心だ、という見えないところでの安心確保のた

めの広報活動を行うことも大事ではないかと思いました。現在の裁判所が行っ

ているイベントを見ると、若年層向けが多く、司法に対するリテラシーイメー

ジを緩和するためにも、若年層に対する働きかけは非常に大事ではないかと思

っています。また、本当に知ってもらえているのか、知ってもらうべき内容は

何かを把握するためにも、広報結果の影響や効果をどのように観察していくの

かは、試みでもいいので、何か指標になるようなものを取っていくべきだと思

います。広報を行い、その結果として何か追いかけられるものや効果を計れる

ものがあり、その結果を分析検討することができれば、問い掛けに対してのよ

り具体的な答えを導き出すきっかけとなるのではないでしょうか。 

■ 当庁の広報活動について、アンケートを取り始めたのはごく最近のことで

あり、影響や効果を観察していく作業は手探りの状態です。事件に関する訴状
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のひな型等は昔からホームページに載せているため、広報活動の結果として、

裁判所を知ってもらえているのか、申立てが増えているのかといった因果関係

を計るのも難しいと感じています。憲法週間行事等の広報効果を計るためにも、

指標となり得るものは何か、指標として良いものがないかなどにつき、何か御

意見はありますでしょうか。 

○ 神奈川県のＮＰＯを担当する課はまさに指標がないところなので、同様の

悩みを抱えています。他部署である観光課等では、イベントを何回打ったのか、

連携をどれだけしたのか、その結果としてどれだけの金額を落としてもらえた

のかや、訪問してもらえたのか等、指標として計りやすい側面はあります。他

にも考えられる指標として、意識啓発がどう結果につながったのかのアンケー

トを取り、行政としての盛り上がりをどのように住民が感じているのか、とい

う指標を計ることもあります。 

○ 我々は純粋に視聴率を指標としています。我々の組織では放送局を査定す

る仕組みがあり、地域指標として防災の役に立ったという指標などがあります。

指標の計り方として、県民１０００人にモニターになってもらい、生活の役に

立っているのか、というアンケートに答えてもらい、そのアンケート結果を元

に査定をしたりしています。横浜地方裁判所でも、住民の方から信頼されてい

るかなどの指標を定めてアンケートを取り、受け止めについて把握するという

のもあり得るのではないでしょうか。我々は、それ以外にもＳＮＳを見ました

か、というアンケートを取るなどして、取組を県民の皆様に判断してもらって

います。コンテンツとしては、Ｘ（旧ツイッター）を通じてどれだけの方が番

組を見ているのかなども聞いています。このように、様々な媒体を通じて入口

を作り、広報の効率化につながるようなアンケートを取り、御意見を聞くよう

にしています。 

○ 横浜市でも広報をいろいろやっており、市長からはデータに基づいて業務

を行うようにという指示があるので、説明をするときは必ずデータを示してい
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ます。業務に取り組む際には、市民の意見としてどういう世代からどういう要

望が多いのかを日々分析しながら取り組むようにしています。具体的には、Ｘ

（旧ツイッター）などを通じて、区によってフォロー数がどれくらいあるのか、

反応はどれくらいあるのかを分析しています。 

○ 役所の方が調査のためにアンケートを取る際には、恣意的にならないよう

に注意をする必要があると思います。司法に対する信頼がある、理解がある、

というのが目指す姿だと思いますが、その要素を分解すると、具体的にどうい

う状況を目指すのか、その要素について調査分析されているものは既に存在す

ると思うので、ゼロから考えるよりは、どの指標を組み合わせていくことで司

法に対する信頼を図れるのかを調べることでもいいのではないでしょうか。加

えて、イベントの参加前と参加後のイメージのギャップを聞くのも大事かと思

いました。そのためには仮説が大事であり、仮説を想定した上で、聞くべきこ

とを決めていかなければなりません。例えば、怖い、というイメージも恣意的

ではありますが、参加前は裁判所は怖いところだと思っていたが、参加後はそ

うではないことが分かったなど、抱かれているイメージがどう変わったのかを

聞くことは大事だと思います。 

○ 裁判所は世界各国にあるので、各国の実態、各国の調査結果や実情を見た

上で、いいアイデアがあれば使ってみるのもいいのかなと思いました。  

○ 若手の獲得競争は激化しているので、大学としても、インスタ、Ｙｏｕｔ

ｕｂｅ、Ｘ（旧ツイッター）などのＳＮＳでどんどん画像等を流して、どのく

らいの人に見てもらえたのかを把握しています。一般国民の立場としても、優

秀な人に裁判官になって欲しいと思っていますが、裁判所も、広報の依頼を待

つ姿勢ではなく、高校や大学と密に連携して売り込むというのも方法としてあ

るのではないでしょうか。将来的なことを考えて動いていくことが大事だと思

いますし、現在では、就職を考えている人の中でも、官僚はきつい、というこ

とがＳＮＳを通じて誇大広告になってしまっていて、心配する事態となってい
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ます。大学生等にもアンケートを取り、裁判官や裁判所の職員のイメージをデ

ータとして取り、誤解されているイメージがあれば、その誤解を払拭していく

ための取組や広報活動を始めていくことも大事ではないでしょうか。 

○ 我々のところでもそうですが、若手の採用は難しい状態です。内定辞退率

が２割、３割となっています。職種として土木職などの技術職は採用が難航し

ていると聞いています。広報活動としてはインターンなどもやっていますが、

技術職の職員の出身大学に行ったりして、就職のための営業活動をしています。

一方で、事務職についてそういう動きをしているか、十分把握できていません。 

○ 我々のところでも、令和３年度の大卒を対象とした事務職の受験者が２０

００人くらいいたところ、令和６年度には受験者が１０００人くらいになって

います。職場としての魅力がないのかとも思ってしまいます。ＳＮＳを活用し

た広報活動を行っていますし、企業説明会に参加する際も、神奈川県内だけで

なく、日本全国に出張に行くなどして採用広報を行っています。横浜市のホー

ムページにも、働いてみた上で良いことばかりだけでなく、苦労なども職員の

声として載せるようにして、実態を見てもらうことが大事かなと思っています。

ただ、我々としても、広報活動としてやっていることが成果に結びついていな

い、ということが悩みの種になっています。 

○ 裁判員裁判自体も広報としての機能があるのではないでしょうか。無作為

で来ていただいた一般の方が、身近で裁判所の職員の仕事を見ていただくいい

機会になりますし、裁判所に来ていただいた裁判員の方に対しては、アンケー

トを取っていたと思います。そこにはいいことが書かれているのではないかと

思っているのですが、事件や個人が特定できないようにして、事前に了解を得

ることで、広報データとして公表したり活用していくこともよいのではないか

と思いました。                        以 上 

⑷ 次回の予定 

  ア テーマ 
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    「刑事裁判における犯罪被害者等への配慮（仮題）」 

  イ 開催日時 

    令和７年１１月１２日（水）午後２時３０分～午後４時３０分 


